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令和７年２月４日 

郡市区等医師会長 殿 

一般社団法人大阪府医師会 

会長 加 納 康 至 

（公印省略） 

 

中医協諮問・答申について 

（「医療ＤＸに係る診療報酬上の評価の取扱い」及び「入院時の食費基準額の取扱い」について） 

 

 平素は本会事業の推進に際し、ご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

令和７年１月 15日及び１月 29日に開催されました中央社会保険医療協議会（中医協）総会

におきまして、福岡厚生労働大臣より「入院時の食費基準額の取扱い、口腔機能指導加算及び

歯科技工士連携加算の取扱い並びに特定薬剤管理指導加算の取扱い」及び「医療ＤＸに係る診

療報酬上の評価の取扱い」に関して、添付資料の「諮問書」のとおり、中医協に対し意見が求

められ、審議の上、1月 29日の中医協総会において、添付資料の「答申書」が中医協小塩会長

より福岡厚生労働大臣あてに提出されました。 

この答申を踏まえ、「医療ＤＸ推進体制整備加算」の改定については、マイナンバーカード

の保険証利用率の実績要件と、電子処方箋の導入の有無に応じて、 

電子処方箋導入医療機関：加算１（利用率 45％）（12 点）、加算２（利用率 30％）（11 点）、 

加算３（利用率 15％）（10点）、 

電子処方箋未導入医療機関：加算４（利用率 45％）（10点）、加算５（利用率 30％）（9点）、 

加算６（利用率 15％）（8点） 

に区分され、令和７年４月１日より適用されます。 

 

マイナ保険証利用率は、適用時期の３月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用い

ることになります（適用月の４月前又は５月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用

いることも可能です）。 

（例）令和７年４月適用分：令和６年 11月、12月、令和 7年 1月の利用率実績の最高値 

※オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率の適用は 1月で終了しました。 

 

小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年（令和６年１月１日から同年

12 月 31 日まで）の延外来患者数のうち６歳未満の患者の割合が３割以上の医療機関において

は、令和７年４月１日から同年９月 30日までの間に限り、マイナ保険証利用率として「15％」

とあるのは「12％」とします。 

 

「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」は、社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃

に送付される電子メールまたは「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認で

きます。 
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「在宅医療 DX情報活用加算」については、電子処方箋の導入の有無に応じて、 

電子処方箋導入医療機関：加算１（11 点）、電子処方箋未導入医療機関：加算２（9 点）に

区分されます。 

 

「医療ＤＸ推進体制整備加算」及び「在宅医療 DX情報活用加算」の見直し、「入院時の食費

基準額の取扱い」の概要は下記のとおりです。 

 

記 
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入院時の食費基準額の取扱い 

 
  

 

 

 

つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。 

 

担当事務局：大阪府医師会保険医療課 電話 06-6763-7001 

 

 


